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(57)【要約】
【課題】デジタルサイネージ用に画像の特徴に合わせた
コンテンツを自動的に作成するコンテンツ作成装置を提
供する。
【解決手段】画像の内容が絵図またはドキュメントのい
ずれであるかを判別する絵図・ドキュメント判別部３７
と、判別の結果に応じた処理を画像に施してコンテンツ
を作成するコンテンツ作成部３８とを備えるデジタルサ
イネージ用のコンテンツを作成するコンテンツ作成装置
（コンテンツ配信サーバ３０）。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像から表示装置にて表示されるデジタルサイネージ用のコンテンツを作成するコンテ
ンツ作成装置であって、
　上記画像の内容が絵図またはドキュメントのいずれであるかを判別する判別手段と、
　上記判別の結果に応じた処理を上記画像に施して上記コンテンツを作成する作成手段と
、を備えることを特徴とするコンテンツ作成装置。
【請求項２】
　上記コンテンツ作成装置はさらに、
　上記画像の縦横比を算出する画像縦横比算出手段と、
　上記表示装置の表示画面の縦横比を算出する表示画面縦横比算出手段と、
　算出された上記画像の縦横比と上記表示画面の縦横比との縦横比差異を算出する縦横比
差異算出手段と、を備え、
　上記作成手段は、上記縦横比差異に応じた処理を上記画像に施して上記コンテンツを作
成することを特徴とする請求項１に記載のコンテンツ作成装置。
【請求項３】
　上記コンテンツ作成装置はさらに、
　上記画像の横縦比を算出する画像横縦比算出手段と、
　上記表示装置の表示画面の横縦比を算出する表示画面横縦比算出手段と、
　算出された上記画像の横縦比と上記表示画面の横縦比との横縦比差異を算出する横縦比
差異算出手段と、を備え、
　上記作成手段は、上記横縦比差異に応じた処理を上記画像に施して上記コンテンツを作
成することを特徴とする請求項１または２に記載のコンテンツ作成装置。
【請求項４】
　画像からデジタルサイネージ用のコンテンツを作成し、当該コンテンツを表示する表示
装置に配信するコンテンツ配信サーバであって、
　上記画像の内容が絵図またはドキュメントのいずれであるかを判別する判別手段と、
　上記判別の結果に応じた処理を上記画像に施して上記コンテンツを作成する作成手段と
、
　作成した上記コンテンツを上記表示装置に配信する配信手段と、を備えることを特徴と
するコンテンツ配信サーバ。
【請求項５】
　画像から表示装置にて表示されるデジタルサイネージ用のコンテンツを作成するコンテ
ンツ作成方法であって、
　上記画像の内容が絵図またはドキュメントのいずれであるかを判別する判別工程と、
　上記判別の結果に応じた処理を上記画像に施して上記コンテンツを作成する作成工程と
、を備えることを特徴とするコンテンツ作成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像の特徴に合わせたコンテンツを作成し、表示装置に配信するコンテンツ作
成装置、コンテンツ配信サーバ、およびコンテンツ作成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、屋外、店頭、公共空間、または交通機関などのあらゆる場所において、ディスプ
レイなどの電子的な表示機器を使って情報を配信するデジタルサイネージシステムが普及
している。このようなデジタルサイネージ用のコンテンツを配信する技術において、写真
の色の成分、明るさ等である特徴を数値化した特徴量を使用する技術が開示されている。
【０００３】
　特許文献１には、ユーザが撮影した写真の色の成分、明るさ、エッジ画像等の画像の特
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徴を数値化した特徴量、位置情報、および日時情報から、ユーザに最適な広告コンテンツ
を配信するという方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－５３７７６号公報（２０１２年３月１５日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述の従来技術は、特徴量に応じて予め作成した広告コンテンツを配信
する技術なので、配信する広告コンテンツを事前に作成して用意しておかなければならい
という問題がある。その際、各広告コンテンツは、１枚ずつユーザが画像を確認してエフ
ェクトを設定することで作成する必要があるため、手間が掛かる。また、作成者が広告コ
ンテンツの作成に不慣れな場合には、どのエフェクトを設定すると効果的なのかを適切に
判断できないという問題もある。
【０００６】
　本発明は上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その主たる目的は、デジタルサイ
ネージ用に画像の特徴に合わせたコンテンツを自動的に作成するコンテンツ作成装置、ま
たはデジタルサイネージ用に作成したコンテンツを配信するコンテンツ配信サーバを提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係るコンテンツ作成装置は、画像から
表示装置にて表示されるデジタルサイネージ用のコンテンツを作成するコンテンツ作成装
置であって、上記画像の内容が絵図またはドキュメントのいずれであるかを判別する判別
手段と、上記判別の結果に応じた処理を上記画像に施して上記コンテンツを作成する作成
手段と、を備えていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の一態様によれば、画像の特徴に合わせてデジタルサイネージ用のコンテンツを
自動的に作成して配信するので、ユーザに手間が掛からないという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態１に係るコンテンツ配信システムの要部構成を示すブロック図
である。
【図２】（ａ）は本発明の実施形態１に係る入力画像の一例であり、（ｂ）は（ａ）の画
像の左右に帯画像を追加した画像であり、（ｃ）は（ａ）の画像を引き伸ばした画像であ
り、（ｄ）は（ａ）の画像の上下を切り捨てた画像である。
【図３】（ａ）は本発明の実施形態１に係る入力画像の一例であり、（ｂ）は（ａ）の画
像の左右に帯画像を追加した画像であり、（ｃ）は（ａ）の画像を引き伸ばした画像であ
り、（ｄ）は（ａ）の画像の上下を切り捨てた画像であり、（ｅ）は（ａ）の画像を縦ス
クロールさせた様子を示す画像である。
【図４】（ａ）は本発明の実施形態１に係る入力画像の一例であり、（ｂ）は（ａ）の画
像の上下を切り捨てた画像であり、（ｃ）は（ａ）の画像の左右に帯画像を追加した画像
である。
【図５】本発明の実施形態１に係るコンテンツ配信サーバの処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【図６】図５に示したＳ８の入力画像が絵図の場合の処理を示すフローチャートである。
【図７】図５に示したＳ９の入力画像がドキュメントの場合の処理を示すフローチャート
である。
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【図８】（ａ）は本発明の実施形態２に係る入力画像の一例であり、（ｂ）は入力した字
幕の一例であり、（ｃ）は（ａ）の画像に（ｂ）の字幕を固定表示した画像であり、（ｄ
）は（ａ）の画像に（ｂ）の字幕をスクロール表示させた様子を示す画像である。
【図９】本発明の実施形態２に係るコンテンツ作成部の処理の流れを示すフローチャート
である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　〔実施形態１〕
　以下、本発明の一実施形態について、詳細に説明する。
【００１１】
　（コンテンツ配信システム１の構成）
　図１は、本発明の実施形態１に係るコンテンツ配信システム１の要部構成を示すブロッ
ク図である。図１に示すように、コンテンツ配信システム１は、入力装置１０、表示装置
２０、およびコンテンツ配信サーバ３０によって構成されている。入力装置１０、表示装
置２０、およびコンテンツ配信サーバ３０は、ネットワーク２によって、互いに通信可能
である。
【００１２】
　コンテンツ配信システム１では、ユーザは入力装置１０からコンテンツ配信サーバ３０
に、画像と表示装置２０の情報とを送信する。コンテンツ配信サーバ３０は、受信した画
像の特徴と表示装置２０の情報とに応じたコンテンツを自動的に作成し、表示装置２０に
送信する。表示装置２０は、受信したコンテンツを表示する。したがって、コンテンツ配
信サーバ３０は、コンテンツを作成するコンテンツ作成装置でもある。
【００１３】
　（入力装置１０）
　図１に示すように、入力装置１０は、通信部１１および入力部１２によって構成されて
いる。
【００１４】
　入力装置１０は、上述したようにコンテンツ配信サーバ３０に画像と表示装置２０の情
報とを送信する装置であり、例えばスマートフォンやパーソナルコンピュータである。
【００１５】
　通信部１１は、ネットワーク２に接続されており、コンテンツ配信サーバ３０との間で
データを送受信する機能を有している。
【００１６】
　入力部１２は、タッチパネルやキーボードなどの、ユーザの入力を受け付けるハードウ
ェアである。
【００１７】
　（表示装置２０）
　図１に示すように、表示装置２０は、通信部２１および表示部２２によって構成されて
いる。
【００１８】
　表示装置２０は、上述したようにコンテンツ配信サーバ３０からコンテンツを受信して
表示する装置であり、例えばテレビジョン装置や液晶ディスプレイである。
【００１９】
　通信部２１は、ネットワーク２に接続されており、コンテンツ配信サーバ３０との間で
データを送受信する機能を有している。
【００２０】
　表示部２２は、液晶パネルなどの、コンテンツを表示するハードウェアである。
【００２１】
　（コンテンツ配信サーバ３０）
　図１に示すように、コンテンツ配信サーバ３０は、サーバ通信部３１、入力コンテンツ
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保存部３２、入力画像比率算出部３３（画像縦横比算出手段、画像横縦比算出手段）、表
示部情報保存部３４、表示部比率算出部３５（表示画面縦横比算出手段、表示画面横縦比
算出手段）、比率差異算出部３６（縦横比差異算出手段、横縦比差異算出手段）、絵図・
ドキュメント判別部３７（判別手段）、コンテンツ作成部３８（作成手段）、およびコン
テンツ配信部３９（配信手段）によって構成されている。
【００２２】
　サーバ通信部３１は、ネットワーク２に接続されており、入力装置１０および表示装置
２０との間でデータを送受信する機能を有している。
【００２３】
　入力コンテンツ保存部３２には、入力装置１０から受信したコンテンツが保存されてい
る。保存されているコンテンツには画像、字幕、音楽などがあるが、本実施形態において
扱うコンテンツは、画像である。
【００２４】
　入力画像比率算出部３３は、入力コンテンツ保存部３２に保存されている画像の縦横比
および横縦比を数値として算出する。縦横比は縦の長さを横の長さで割った商で表し、横
縦比は横の長さを縦の長さで割った商で表す。例えば、画像の横：縦が１６：９の場合、
縦横比は０．５６、横縦比は１．７８となる。
【００２５】
　表示部情報保存部３４には、表示装置２０の情報が保存されている。保存されている情
報は、表示装置２０の機種名、表示部２２の表示画面の解像度などがある。
【００２６】
　表示部比率算出部３５は、表示部情報保存部３４に保存されている表示部２２の表示画
面の解像度から縦横比および横縦比を数値として算出する。縦横比および横縦比の算出方
法は、上述した入力画像比率算出部３３と同様である。
【００２７】
　比率差異算出部３６は、入力画像の縦横比と表示装置２０の表示部２２の表示画面の縦
横比および入力画像の横縦比と表示部２２の表示画面の横縦比が、表示部２２の表示画面
を基準にどの程度異なっているかを算出する。算出結果は割合（パーセント）によって表
される。算出方法については、後述する。
【００２８】
　絵図・ドキュメント判別部３７は、入力画像の内容が絵図であるかドキュメントである
かを判別する。ここでいう絵図とは、写真および絵画など分類される、美的印象を観察者
に与える領域を比較的多く有する画像のことである。一方、ドキュメントとは、線画およ
びテキストなどに分類される、何かの説明を観察者に伝える領域を比較的多く有する画像
のことである。入力画像が絵図であるかまたはドキュメントであるかによって、コンテン
ツとしての見せ方が変わってくる。具体的には、入力画像が絵図である場合は、見た目の
美しさがコンテンツの品位に繋がるので、表示画面に余白を作らないようにする必要があ
る。一方、入力画像がドキュメントである場合は、書かれている文字がきちんと読めるこ
とが品位に繋がるので、画像全体が表示画面に表示されるようにする必要がある。
【００２９】
　また、絵図であるかドキュメントであるかを判別する方法は、入力画像の解像度、使わ
れている色の成分、および色の分布といった特徴を数値化した特徴量を算出し、算出した
特徴量が予め定められた判別ルールに該当するか否かによって、判別される。判別ルール
については、後述する。
【００３０】
　コンテンツ作成部３８は、入力画像に、判別結果に応じた処理を施すことによって、コ
ンテンツを作成する。施す処理の種類は、変形、帯画像追加、切り捨て、およびスクロー
ル設定がある。これらの詳細については後述する。
【００３１】
　変形とは、入力画像の縦横比を変えて表示部２２の表示画面の大きさに合うように拡大
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または縮小する処理である。
【００３２】
　帯画像追加とは、入力画像の縦横比を変えずに表示部２２の表示画面の縦または横の長
さに合わせて拡大または縮小の変形をし、変形後の画像における表示画面内の余白に帯画
像を追加する処理である。
【００３３】
　切り捨て処理とは、入力画像の縦横比を変えずに表示部２２の表示画面の縦または横の
長さに合わせて拡大または縮小の変形をし、変形後の画像における表示画面からはみ出す
部分を切り捨てる処理である。
【００３４】
　スクロール処理とは、入力画像を縦方向または横方向にスクロールさせるエフェクトを
施す処理である。縦方向のスクロールを縦スクロール、横方向のスクロールを横スクロー
ルと称する。
【００３５】
　コンテンツ配信部３９は、コンテンツ作成部３８が作成したコンテンツを、表示装置２
０に表示させるために配信する。
【００３６】
　（比率差異算出部３６の処理）
　比率差異算出部３６の処理である縦横比差異および横縦比差異の算出方法について、以
下に説明する。
【００３７】
　例えば、入力画像の横：縦が１６：１０、表示部２２の表示画面が横：縦が１６：９の
場合、つまり、入力画像が表示部２２の表示画面より縦長の場合、入力画像の縦横比は０
．６３、表示部２２の表示画面の縦横比は０．５６である。したがって、縦横比の差異は
入力画像の縦横比から表示部２２の表示画面の縦横比を引いた差なので、０．０７になり
、縦横比差異は、０．０７を表示部２２の表示画面の縦横比０．５６で割った商なので０
．１３、つまり１３％となる。
【００３８】
　同様に、入力画像の横縦比は１．６０、表示部２２の表示画面の横縦比は１．７８とな
る。したがって、横縦比差異は、－１０％となる。
【００３９】
　一方、入力画像の横：縦が１６：９、表示部２２の表示画面の横：縦が１６：１０の場
合、つまり、入力画像が表示部２２の表示画面より横長の場合、入力画像の縦横比は０．
５６、表示部２２の表示画面の縦横比は０．６３である。したがって、縦横比の差異は入
力画像の縦横比から表示部２２の表示画面の縦横比を引いた差なので、－０．０７になり
、縦横比差異は、－０．０７を表示部２２の表示画面の縦横比０．６３で割った商なので
－０．１１、つまり－１１％となる。
【００４０】
　同様に、入力画像の横縦比は１．７８、表示部２２の表示画面の横縦比は１．６０とな
る。したがって、横縦比差異は１１％となる。
【００４１】
　（絵図・ドキュメント判別ルールの作成方法）
　絵図・ドキュメント判別部３７において、入力画像が絵図であるかドキュメントである
かを判別するための基準（判別ルール）は、予めコンテンツ配信サーバ３０に用意されて
いる。また、この判別ルールは設計者が自ら作成し、コンテンツ配信サーバに登録してお
くものである。以下に、判別ルールの具体的な作成方法を説明する。
【００４２】
　まず、共通した画像を含まない数百枚程度の画像のセットを２組用意し、一方を学習用
画像セット、他方を検証用画像セットとする。用意した２組の画像セットには、絵図とド
キュメントの両方が、十分に含まれているものとする。
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【００４３】
　次に、学習用画像セットに含まれる画像を、設計者が１枚ずつ目視して、絵図またはド
キュメントのいずれであるかを判別する。
【００４４】
　続いて、コンピュータを用いて、個々の画像の特徴量を算出する。
【００４５】
　次に、目視にて判別した結果と、算出した特徴量とを用いて、絵図またはドキュメント
に相関の高い特徴量を見いだすことによって、高確率で絵図またはドキュメントを判別で
きる判別ルールを作成する。
【００４６】
　作成した判別ルールの精度を、検証用画像セットを使って検証する。学習用セットと同
様、まず設計者が目視にて検証用画像セットを絵図とドキュメントとに判別する。そして
、作成した判別ルールを用いてコンピュータによる自動判別を行う。設計者による判別結
果を正解とし、これに対する、判別ルールを用いた自動判別による判別結果の正解率を算
出する。正解率が低い場合は、目視にて判別した結果と、算出した特徴量とから、絵図ま
たはドキュメントに相関の高い特徴量を探すところに戻って、ルールを作成し直す。十分
に高い確率で自動判別できる特徴量が得られるまで、上記の手順を繰り返す。
【００４７】
　上記手順によって得られた、絵図またはドキュメントを高確率（９９％以上）で判別で
きるルールの一例を、以下に示す。コンテンツ配信サーバ３０には、これらの判別ルール
が予め登録されている。
【００４８】
　以下のいずれかの条件に該当した画像はドキュメントであり、いずれにも該当しない画
像は絵図であると判別する。
【００４９】
　・（画像のピクセル数）／（画像内で使われている総色数）の値が３６以上。
【００５０】
　・画像の上端、下端、左端、および右端のそれぞれ１ライン（計４ライン）の中に単一
色で構成されているライン（含まれるすべてのピクセルが同一のＲＧＢ値を持つライン）
が存在する。
【００５１】
　・画像内の全ピクセルの全ＲＧＢ値の平均値が最大値の６１％以上（例えば、ピクセル
のＲ値、Ｇ値、およびＢ値をそれぞれ０～２５５によって表現している場合は、２５５が
最大値）
　・（長辺のピクセル数）／（短辺のピクセル数）の値が、１．３２～１．３４、１．４
９～１．５１、１．７７～１．７９、および２．００以上のいずれの範囲にも入らない。
【００５２】
　また、上述の特徴量から判別する方法に、画像のＥＸＩＦ情報から判別する方法を加え
てもよい。例えば、上述の特徴量からドキュメントと判別された画像に対し、ＥＸＩＦ情
報中の撮影機器のモデル名が登録されているまたはＥＸＩＦ情報が存在する場合は、絵図
であると判定してもよい。
【００５３】
　（入力画像の処理）
　コンテンツ作成部３８が入力画像に施す処理について、図２～図４を用いて説明する。
【００５４】
　図２（ａ）は本発明の実施形態１に係る入力画像４１の一例であり、（ｂ）は（ａ）の
画像４１の左右に帯画像４２を追加した画像であり、（ｃ）は（ａ）の画像を変形させた
画像であり、（ｄ）は（ａ）の画像の上下を切り捨てた画像４５である。
【００５５】
　図２（ａ）の画像４１は、表示画面より縦長かつ絵図・ドキュメント判別部３７におい
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て絵図と判別された画像である。上述したように、入力画像が絵図である場合は、見た目
の美しさがコンテンツの品位に繋がるので、画面に余白を作らないように表示画面に表示
する必要がある。
【００５６】
　一方、図２（ｂ）のように帯画像４２を追加する帯画像追加をしたり、図（ｃ）のよう
に画像４１の縦横比を変えた変形４３をしたりすると、コンテンツの品位が欠けてしまう
。したがって、画像４１の縦横比を変えずに表示画面の横方向に合わせて拡大し、はみ出
す部分を切り捨てることにより、品位を保ったコンテンツ４５を作成できる。
【００５７】
　図３（ａ）は本発明の実施形態１に係る入力画像５１の一例であり、（ｂ）は（ａ）の
画像５１の左右に帯画像５２を追加した画像であり、（ｃ）は（ａ）の画像を引き伸ばし
た画像であり、（ｄ）は（ａ）の画像の上下を切り捨てた画像であり、（ｅ）は（ａ）の
画像を縦スクロールさせた様子を示す画像である。
【００５８】
　図３（ａ）の画像５１は、表示画面より縦長かつ絵図・ドキュメント判別部３７におい
てドキュメントと判定された画像である。上述したように、入力画像がドキュメントであ
る場合は、書かれている文字がきちんと読めることが品位に繋がるので、画像全体が表示
されるようにする必要がある。
【００５９】
　一方、図３（ｂ）のように、大きな帯画像５２を左右に追加する帯画像追加処理をする
と、画像５１自体が小さく表示されてしまう。また、図３（ｃ）のように、変形５３をす
ると、縦横比が大きく変わり、見にくくなってしまう。また、図３（ｄ）のように、上下
の画像５４を切り捨てると、重要な文字が見えなくなってしまう。したがって、図３（ｅ
）のように、画像５１を上から下への縦スクロールのエフェクトを施すと、入力画像５１
を全て表示し、かつ読む方向とスクロールの方向も一致するので読みやすいコンテンツ５
５を作成できる。
【００６０】
　図４（ａ）は本発明の実施形態１に係る入力画像６１の一例であり、（ｂ）は（ａ）の
画像６１の上下を切り捨てた画像であり、（ｃ）は（ａ）の画像の左右に帯画像６３を追
加した画像である。
【００６１】
　図４（ａ）の画像６１は、表示画面より縦長かつ絵図・ドキュメント判別部３７におい
てドキュメントと判定された画像である。上述したように、入力画像がドキュメントであ
る場合は、書かれている文字がきちんと読めることが品位に繋がるので、画像全体が表示
されるようにする必要がある。
【００６２】
　一方、図４（ｂ）のように、上下の画像６２を切り捨て処理すると、重要な文字が見え
なくなってしまう。したがって、図４（ｃ）のように、帯画像６３を追加すると、画像６
１全体が表示される読みやすいコンテンツ６４を作成できる。
【００６３】
　上述したように、入力画像が絵図である場合は、見た目の美しさがコンテンツの品位に
繋がるので、表示画面に余白を作らないようにする必要がある。一方、入力画像がドキュ
メントである場合は、書かれている文字がきちんと読めることが品位に繋がるので、画像
全体が表示画面に表示されるようにする必要がある。つまり、品位を保つ処理とは、入力
画像が絵図の場合は、切り捨てまたはスクロールを施す処理であり、入力画像がドキュメ
ントの場合は、変形またはスクロールを施すまたは帯画像追加の処理である。
【００６４】
　（コンテンツ配信サーバ３０の処理）
　図５は本発明の実施形態１に係るコンテンツ配信サーバ３０の処理の流れを示すフロー
チャートである。
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【００６５】
　まず、入力画像比率算出部３３は、入力コンテンツ保存部３２から入力画像を取得し、
入力画像の縦横比を算出する（ステップＳ１）。また同様に、入力画像の横縦比を算出す
る（ステップＳ２）。入力画像比率算出部３３は、算出した入力画像の縦横比、横縦比、
および入力画像を、比率差異算出部３６に出力する。
【００６６】
　次に、表示部比率算出部３５は、表示部情報保存部３４に保存されている表示部２２の
表示画面の縦横比を算出する（ステップＳ３）。また同様に、表示部２２の表示画面の横
縦比を算出する（ステップＳ４）。表示部比率算出部３５は、算出した表示部２２の表示
画面の縦横比および横縦比を、比率差異算出部３６に出力する。
【００６７】
　続いて、比率差異算出部３６は、取得した入力画像の縦横比と、表示部２２の表示画面
の縦横比との縦横比差異を算出する（ステップＳ５）。また同様に、取得した入力画像の
横縦比と、表示部２２の表示画面の横縦比との横縦比差異を算出する（ステップＳ６）。
比率差異算出部３６は、取得した入力画像の縦横比と横縦比、算出した縦横比差異と横縦
比差異、および入力画像を絵図・ドキュメント判別部３７に出力する。
【００６８】
　絵図・ドキュメント判別部３７は、取得した入力画像の特徴量を算出し、特徴量と取得
した入力画像の縦横比および横縦比とから入力画像が絵図かドキュメントかを判別する。
絵図・ドキュメント判別部３７は、取得した入力画像、判別結果、縦横比差異、および横
縦比差異をコンテンツ作成部３８に出力する。
【００６９】
　コンテンツ作成部３８は、取得した入力画像の判別結果が絵図か否かを判定する（ステ
ップＳ７）。
【００７０】
　ステップＳ７において、「入力画像は絵図である」と判定された場合（ステップＳ７：
ＹＥＳ）、コンテンツ作成部３８は、入力画像が絵図の場合の処理を施し（ステップＳ８
）、コンテンツを作成する。コンテンツ作成部３８は、作成したコンテンツをコンテンツ
配信部３９に出力し、コンテンツ配信部３９は、コンテンツを配信する（ステップＳ１０
）。こうして、図５の処理は終了する。
【００７１】
　一方、ステップＳ７において、「入力画像は絵図ではない」と判定された場合（ステッ
プＳ７：ＮＯ）、入力画像はドキュメントなので、コンテンツ作成部３８は、入力画像が
ドキュメントの場合の処理を施し（ステップＳ９）、コンテンツを作成する。コンテンツ
作成部３８は、作成したコンテンツをコンテンツ配信部３９に出力し、この処理はステッ
プＳ１０に進む。
【００７２】
　（入力画像が絵図の場合の処理）
　図６は、図５に示したＳ８の処理の流れを示すフローチャートである。次に、入力画像
が絵図の場合の処理について、図６を用いて説明する。
【００７３】
　まず、コンテンツ作成部３８は、取得した縦横比差異が０％（第１の所定値）より大き
くかつ２０％（第２の所定値）以下か否かを判定する（ステップＳ１１）。
【００７４】
　ステップＳ１１において、「縦横比差異は０％より大きくかつ２０％以下である」と判
定された場合（ステップＳ１１：ＹＥＳ）、入力画像は表示画面より少し縦長である。し
たがって、コンテンツ作成部３８は切り捨てる設定をする。つまり、入力画像の縦横比を
変えずに表示画面の横の長さに合わせて拡大または縮小し、表示画面からはみ出した上下
の画像を切り捨てる設定をする（ステップＳ１２）。こうして図６の処理は終了する。
【００７５】
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　一方、ステップＳ１１において、「縦横比差異は０％より小さいまたは２０％より大き
い」と判定された場合（ステップＳ１１：ＮＯ）、コンテンツ作成部３８は、縦横比差異
は２０％より大きいか否かを判定する（ステップＳ１３）。
【００７６】
　ステップＳ１３において、「縦横比差異は２０％より大きい」と判定された場合（ステ
ップＳ１３：ＹＥＳ）、入力画像は表示画面より縦長である。したがって、コンテンツ作
成部３８は、入力画像に縦スクロール設定をする（ステップＳ１４）。こうして図６の処
理は終了する。
【００７７】
　一方、ステップＳ１３において、「縦横比差異は２０％以下である」と判定された場合
（ステップＳ１３：ＮＯ）、入力画像は表示画面より横長である。したがって、コンテン
ツ作成部３８は、どの程度横長であるかを判定するため、横縦比差異は０％（第５の所定
値）より大きくかつ２０％（第６の所定値）以下か否かを判定する（ステップＳ１５）。
【００７８】
　ステップＳ１５において、「横縦比差異は０％より大きくかつ２０％以下である」と判
定された場合（ステップＳ１５：ＹＥＳ）、入力画像は表示画面より少し横長である。し
たがって、コンテンツ作成部３８は切り捨てる設定をする。つまり、入力画像の縦横比を
変えずに表示画面の縦の長さに合わせて拡大または縮小し、表示画面からはみ出した左右
の画像を切り捨てる設定をする（ステップＳ１６）。こうして図６の処理は終了する。
【００７９】
　一方、ステップＳ１５において、「横縦比差異は２０％より大きい」と判定された場合
（ステップＳ１５：ＮＯ）、入力画像は表示画面より横長である。したがって、コンテン
ツ作成部３８は、入力画像に横スクロール設定をする（ステップＳ１７）。こうして図６
の処理は終了する。
【００８０】
　（入力画像がドキュメントの場合の処理）
　図７は、図５に示したＳ９の処理の流れを示すフローチャートである。次に、入力画像
がドキュメントの場合の処理について、図７を用いて説明する。
【００８１】
　まず、コンテンツ作成部３８は、取得した縦横比差異が０％（第１の所定値）より大き
くかつ１０％（第３の所定値）以下か否かを判定する（ステップＳ２１）。
【００８２】
　ステップＳ２１において、「縦横比差異が０％より大きくかつ１０％以下である」と判
定された場合（ステップＳ２１：ＹＥＳ）、入力画像は表示画面より少し縦長である。し
たがって、コンテンツ作成部３８は入力画像の縦横比を変えて表示画面の大きさに合うよ
うに拡大または縮小する設定をする（ステップＳ２２）。こうして図７の処理は終了する
。
【００８３】
　一方、ステップＳ２１において、「縦横比差異は０％より小さいまたは１０％より大き
い」と判定された場合（ステップＳ２１：ＮＯ）、コンテンツ作成部３８は、縦横比差異
は１０％より大きくかつ２０％（第４の所定値）未満か否かを判定する（ステップＳ２３
）。
【００８４】
　ステップＳ２３において、「縦横比差異は１０％より大きくかつ２０％未満である」と
判定された場合（ステップＳ２３：ＹＥＳ）、入力画像は表示画面よりさらに少し縦長で
ある。したがって、コンテンツ作成部３８は、帯画像追加の設定をする。つまり、入力画
像の縦横比を変えずに表示画面の縦の長さに合わせて拡大または縮小し、変形後の左右の
余白に帯画像を追加する設定をする（ステップＳ２４）。こうして図７の処理は終了する
。
【００８５】
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　一方、ステップＳ２３において、「縦横比差異は１０％以下または２０％以上である」
と判定された場合（ステップＳ２３：ＮＯ）、コンテンツ作成部３８は、縦横比差異は２
０％以上か否かを判定する（ステップＳ２５）。
【００８６】
　ステップＳ２５において、「縦横比差異は２０％以上である」と判定された場合（ステ
ップＳ２５：ＹＥＳ）、入力画像は表示画面より縦長である。したがって、コンテンツ作
成部３８は、入力画像に縦スクロール設定をする（ステップＳ２６）。こうして図７の処
理は終了する。
【００８７】
　一方、ステップＳ２５において、「縦横比差異は２０％未満である」と判定された場合
（ステップＳ２５：ＮＯ）、入力画像は表示画面より横長である。したがって、コンテン
ツ作成部３８は、どの程度横長であるかを判定するため、横縦比差異は０％（第５の所定
値）より大きくかつ１０％（第７の所定値）未満か否かを判定する（ステップＳ２７）。
【００８８】
　ステップＳ２７において、「横縦比差異は０％より大きくかつ１０％未満である」と判
定された場合（ステップＳ２７：ＹＥＳ）、入力画像は表示画面より少し横長である。し
たがって、コンテンツ作成部３８は、入力画像の縦横比を変えて表示画面の大きさに合う
ように拡大または縮小する設定をする（ステップＳ２８）。こうして図７の処理は終了す
る。
【００８９】
　一方、ステップＳ２７において、「横縦比差異は１０％以上である」と判定された場合
、（ステップＳ２７：ＮＯ）、入力画像は表示画面より横長である。したがって、コンテ
ンツ作成部３８は、帯画像追加の設定をする。つまり、入力画像の縦横比を変えずに表示
画面の横の長さに合わせて拡大または縮小し、変形後の上下の余白に帯画像を追加する設
定をする（ステップＳ２９）。こうして図７の処理は終了する。
【００９０】
　以上のように、本実施形態によれば、コンテンツ配信サーバ３０は、画像の特徴に応じ
た最適なコンテンツを自動的に作成して表示装置２０に配信することができる。
【００９１】
　〔実施形態２〕
　以下、本発明の第２の実施形態について、図８および図９を用いて、詳細に説明する。
なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については
、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
【００９２】
　図８（ａ）は本発明の実施形態２に係る入力画像７１の一例であり、（ｂ）は入力した
字幕７２の一例であり、（ｃ）は（ａ）の画像に（ｂ）の字幕を固定表示したコンテンツ
７３であり、（ｄ）は（ａ）の画像に（ｂ）の字幕をスクロール表示させたコンテンツ７
５を示す画像である。図８（ａ）の入力画像７１と図８（ｂ）の字幕７２とは、入力コン
テンツ保存部３２に保存されている。コンテンツ配信サーバ３０においては、入力コンテ
ンツ保存部３２に保存された字幕７２を、入力画像７１に表示することにより、コンテン
ツを作成してもよい。入力画像７１に字幕７２を表示するコンテンツを作成する処理を、
図８および図９を用いて説明する。
【００９３】
　図９は、本発明の実施形態２に係るコンテンツ作成部３８の処理の流れを示すフローチ
ャートである。
【００９４】
　まず、コンテンツ作成部３８は、字幕７２の文字数から、字幕７２が入力画像７１に収
まるか否かを判定する（ステップＳ３１）。図８（ｃ）に示すように、入力画像７１に字
幕７２を固定表示してコンテンツ７３を作成した場合に、字幕７２が全て表示されるか否
かを判定する。
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【００９５】
　ステップＳ３１において、「字幕７２は入力画像７１に収まらない」と判定された場合
（ステップＳ３１：ＮＯ）、コンテンツ作成部３８は、字幕７２にスクロールのエフェク
ト７４を設定する（ステップＳ３２）。
【００９６】
　続いて、コンテンツ作成部３８は、次のコンテンツが表示されるまでに全ての文字が表
示されるか否かを判定する（ステップＳ３３）。ステップＳ３２において作成したコンテ
ンツ７５は、字幕７２にスクロールのエフェクト７４を設定した。しかし、字幕７２を全
て表示させる前に次のコンテンツが表示される場合もある。
【００９７】
　ステップＳ３３において、「次のコンテンツが表示されるまでに全ての文字が表示され
ない」と判定された場合（ステップＳ３３：ＮＯ）、コンテンツ作成部３８は、コンテン
ツ７５の表示時間を長くする、またはスクロールのエフェクト７４のスピードを速くする
、または字幕７２のフォントサイズを小さくする、のいずれかの処理をする（ステップＳ
３４）。そして字幕を表示し（ステップＳ３５）、図９の処理は終了する。
【００９８】
　一方、ステップＳ３３において、「次のコンテンツが表示されるまでに全ての文字が表
示される」と判定された場合（ステップＳ３３：ＹＥＳ）、設定したスクロールのエフェ
クト７４によって全ての文字が表示されるので、処理はステップＳ３５に進む。
【００９９】
　一方、ステップＳ３１において、「字幕７２は入力画像７１に収まる」と判定された場
合（ステップＳ３１：ＹＥＳ）、字幕７２は固定表示によって全ての文字が表示されるの
で、処理はステップＳ３５に進む。
【０１００】
　このように、画像に字幕を表示する場合においても、字幕の特徴から最適なコンテンツ
を作成できる。
【０１０１】
　〔実施形態３〕
　以下、本発明の第３の実施形態について、詳細に説明する。なお、説明の便宜上、前記
実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その
説明を省略する。
【０１０２】
　表示部情報保存部３４に保存されている表示装置２０の機種名を使って、コンテンツを
作成してもよい。
【０１０３】
　例えば、表示装置２０の機種名から、表示装置２０の処理能力が分かる。表示装置２０
の処理能力が低い場合は、フレームレートや解像度を落としたコンテンツを作成すること
により、表示装置２０に適したコンテンツを配信できる。
【０１０４】
　また、表示装置２０の画面サイズが小さい場合、字幕の文字が大きなコンテンツを作成
することにより、表示装置２０に適したコンテンツを配信できる。
【０１０５】
　また、表示装置２０の画面が縦長である場合、ユーザが横長画面に関する設定をしてい
た場合でも、縦長のコンテンツを作成することにより、表示装置２０に適したコンテンツ
を配信できる。
【０１０６】
　なお、表示装置２０の情報が表示部情報保存部３４に保存されていない場合は、１６：
９の表示画面を持つという設定にて、コンテンツを作成してもよい。
【０１０７】
　このように、表示装置２０の情報を使うことにより、表示装置２０に適したコンテンツ
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を作成できる。
【０１０８】
　〔実施形態４〕
　コンテンツ配信サーバ３０のブロックは、集積回路（ＩＣチップ）等に形成された論理
回路（ハードウェア）によって実現してもよいし、ＣＰＵ（Central Processing Unit）
を用いてソフトウェアによって実現してもよい。
【０１０９】
　後者の場合、コンテンツ配信サーバ３０は、各機能を実現するソフトウェアであるプロ
グラムの命令を実行するＣＰＵ、上記プログラムおよび各種データがコンピュータ（また
はＣＰＵ）で読み取り可能に記録されたＲＯＭ（Read Only Memory）または記憶装置（こ
れらを「記録媒体」と称する）、上記プログラムを展開するＲＡＭ（Random Access Memo
ry）などを備えている。そして、コンピュータ（またはＣＰＵ）が上記プログラムを上記
記録媒体から読み取って実行することにより、本発明の目的が達成される。上記記録媒体
としては、「一時的でない有形の媒体」、例えば、テープ、ディスク、カード、半導体メ
モリ、プログラマブルな論理回路などを用いることができる。また、上記プログラムは、
該プログラムを伝送可能な任意の伝送媒体（通信ネットワークや放送波等）を介して上記
コンピュータに供給されてもよい。なお、本発明は、上記プログラムが電子的な伝送によ
って具現化された、搬送波に埋め込まれたデータ信号の形態でも実現され得る。
【０１１０】
　〔まとめ〕
　本発明の態様１に係るコンテンツ作成装置（コンテンツ配信サーバ３０）は、画像から
表示装置にて表示されるデジタルサイネージ用のコンテンツを作成するコンテンツ作成装
置であって、上記画像の内容が絵図またはドキュメントのいずれであるかを判別する判別
手段（絵図・ドキュメント判別部３７）と、上記判別の結果に応じた処理を上記画像に施
して上記コンテンツを作成する作成手段（コンテンツ作成部３８）と、を備えている。
【０１１１】
　上記の構成によれば、画像の特徴に合わせたコンテンツを自動的に作成して配信するの
で、ユーザに手間が掛からずコンテンツを作成できる。
【０１１２】
　本発明の態様２に係るコンテンツ作成装置（コンテンツ配信サーバ３０）はさらに、上
記態様１において、上記画像の縦横比を算出する画像縦横比算出手段（入力画像比率算出
部３３）と、上記表示装置２０の表示画面の縦横比を算出する表示画面縦横比算出手段（
表示部比率算出部３５）と、算出された上記画像の縦横比と上記表示画面の縦横比との縦
横比差異を算出する縦横比差異算出手段（比率差異算出部３６）と、を備え、上記作成手
段（コンテンツ作成部３８）は、上記縦横比差異に応じた処理を上記画像に施して上記コ
ンテンツを作成してもよい。
【０１１３】
　上記の構成によれば、画像の縦横比と表示装置の表示画面の縦横比との差異から最適な
コンテンツを作成できる。
【０１１４】
　本発明の態様３に係るコンテンツ作成装置（コンテンツ配信サーバ３０）は、上記態様
２において、上記判別手段（絵図・ドキュメント判別部３７）によって上記絵図であると
判別された場合かつ上記縦横比差異が第１の所定値より大きく第２の所定値以下である場
合、上記作成手段（コンテンツ作成部３８）は、上記画像の横の長さを上記表示画面の横
の長さに合わせて変形し、変形後の上記画像における上記表示画面の上下にはみ出す部分
を切り捨てることにより、上記コンテンツを作成してもよい。
【０１１５】
　上記の構成によれば、画像が絵図であって、表示画面より少し縦長である場合は、上下
を少し切り取ることにより、見た目がきれいなコンテンツを作成できる。
【０１１６】
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　本発明の態様４に係るコンテンツ作成装置（コンテンツ配信サーバ３０）は、上記態様
２または３において、上記判別手段（絵図・ドキュメント判別部３７）によって上記絵図
であると判別された場合かつ上記縦横比差異が第２の所定値より大きい場合、上記作成手
段（コンテンツ作成部３８）は、上記画像に縦スクロール設定を施すことにより、上記コ
ンテンツを作成してもよい。
【０１１７】
　上記の構成によれば、画像が絵図であって、表示画面より縦長である場合は、縦スクロ
ール設定を施すことにより、見た目がきれいなコンテンツを作成できる。
【０１１８】
　本発明の態様５に係るコンテンツ作成装置（コンテンツ配信サーバ３０）は、上記態様
２～４において、上記判別手段（絵図・ドキュメント判別部３７）によって上記ドキュメ
ントであると判別された場合かつ上記縦横比差異が第１の所定値より大きく第３の所定値
以下である場合、上記作成手段（コンテンツ作成部３８）は、上記画像の縦横比を変えて
上記表示画面の大きさに合うように変形することにより、上記コンテンツを作成してもよ
い。
【０１１９】
　上記の構成によれば、画像がドキュメントであって、表示画面より少し縦長である場合
は、表示画面に合わせた変形をすることにより、読みやすいコンテンツを作成できる。
【０１２０】
　本発明の態様６に係るコンテンツ作成装置（コンテンツ配信サーバ３０）は、上記態様
２～５において、上記判別手段（絵図・ドキュメント判別部３７）によって上記ドキュメ
ントであると判別された場合かつ上記縦横比差異が第３の所定値より大きく第４の所定値
未満である場合、上記作成手段（コンテンツ作成部３８）は、上記画像の縦の長さを上記
表示画面の縦の長さに合わせて変形し、変形後の上記画像における上記表示画面内の左右
の余白に帯画像を追加することにより、上記コンテンツを作成してもよい。
【０１２１】
　上記の構成によれば、画像がドキュメントであって、表示画面よりさらに少し縦長であ
る場合は、左右に帯画像を追加することにより、読みやすいコンテンツを作成できる。
【０１２２】
　本発明の態様７に係るコンテンツ作成装置（コンテンツ配信サーバ３０）は、上記態様
２～６において、上記判別手段（絵図・ドキュメント判別部３７）によって上記ドキュメ
ントであると判別された場合かつ上記縦横比差異が第４の所定値以上である場合、上記作
成手段（コンテンツ作成部３８）は、上記画像に縦スクロール設定を施すことにより、上
記コンテンツを作成してもよい。
【０１２３】
　上記の構成によれば、画像がドキュメントであって、表示画面より縦長である場合は、
縦スクロール設定を施すことにより、読みやすいコンテンツを作成できる。
【０１２４】
　本発明の態様８に係るコンテンツ作成装置（コンテンツ配信サーバ３０）はさらに、上
記態様１～７において、上記画像の横縦比を算出する画像横縦比算出手段（入力画像比率
算出部３３）と、上記表示装置２０の表示画面の横縦比を算出する表示画面横縦比算出手
段（表示部比率算出部３５）と、算出された上記画像の横縦比と上記表示画面の横縦比と
の横縦比差異を算出する横縦比差異算出手段（比率差異算出部３６）と、を備え、上記作
成手段（コンテンツ作成部３８）は、上記横縦比差異に応じた処理を上記画像に施して上
記コンテンツを作成してもよい。
【０１２５】
　上記の構成によれば、画像の横縦比と表示装置の表示画面の横縦比との差異から最適な
コンテンツを作成できる。
【０１２６】
　本発明の態様９に係るコンテンツ作成装置（コンテンツ配信サーバ３０）は、上記態様
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８において、上記判別手段（絵図・ドキュメント判別部３７）によって上記絵図であると
判別された場合かつ上記横縦比差異が第５の所定値より大きく第６の所定値以下である場
合、上記作成手段（コンテンツ作成部３８）は、上記画像の縦の長さを上記表示画面の縦
の長さに合わせて変形し、変形後の上記画像における上記表示画面の左右にはみ出す部分
を切り捨てることにより、上記コンテンツを作成できる。
【０１２７】
　上記の構成によれば、画像が絵図であって、表示画面より少し横長である場合は、左右
を少し切り取ることにより、見た目がきれいなコンテンツを作成できる。
【０１２８】
　本発明の態様１０に係るコンテンツ作成装置（コンテンツ配信サーバ３０）は、上記態
様８または９において、上記判別手段（絵図・ドキュメント判別部３７）によって上記絵
図であると判別された場合かつ上記横縦比差異が第６の所定値より大きい場合、上記作成
手段（コンテンツ作成部３８）は、上記画像に横スクロール設定を施すことにより、上記
コンテンツを作成してもよい。
【０１２９】
　上記の構成によれば、画像が絵図であって、表示画面より横長である場合は、横スクロ
ール設定を施すことにより、見た目がきれいなコンテンツを作成できる。
【０１３０】
　本発明の態様１１に係るコンテンツ作成装置（コンテンツ配信サーバ３０）は、上記態
様８～１０において、上記判別手段（絵図・ドキュメント判別部３７）によって上記ドキ
ュメントであると判別された場合かつ上記横縦比差異が第５の所定値より大きく第７の所
定値未満である場合、上記作成手段（コンテンツ作成部３８）は、上記画像の縦横比を変
えて上記表示画面の大きさに合うように変形することにより、上記コンテンツを作成して
もよい。
【０１３１】
　上記の構成によれば、画像がドキュメントであって、表示画面より少し横長である場合
は、表示画面に合わせた変形をすることにより、読みやすいコンテンツを作成できる。
【０１３２】
　本発明の態様１２に係るコンテンツ作成装置（コンテンツ配信サーバ３０）は、上記態
様８～１１において、上記判別手段（絵図・ドキュメント判別部３７）によって上記ドキ
ュメントであると判別された場合かつ上記横縦比差異が第７の所定値以上である場合、上
記作成手段（コンテンツ作成部３８）は、上記画像の横の長さを上記表示画面の横の長さ
に合わせて変形し、変形後の上記画像における上記表示画面内の上下の余白に帯画像を追
加することにより、上記コンテンツを作成してもよい。
【０１３３】
　上記の構成によれば、画像がドキュメントであって、表示画面より横長である場合は、
上下に帯画像を追加することにより、読みやすいコンテンツを作成できる。
【０１３４】
　本発明の態様１３に係るコンテンツ配信サーバ３０は、画像からデジタルサイネージ用
のコンテンツを作成し、当該コンテンツを表示する表示装置に配信するコンテンツ配信サ
ーバであって、上記画像の内容が絵図またはドキュメントのいずれであるかを判別する判
別手段と、上記判別の結果に応じた処理を上記画像に施して上記コンテンツを作成する作
成手段と、作成した上記コンテンツを上記表示装置に配信する配信手段と、を備えている
。
【０１３５】
　上記の構成によれば、上記コンテンツ配信装置と同様の効果を奏することができる。
【０１３６】
　本発明の態様１４に係るコンテンツ作成方法は、画像から表示装置にて表示されるデジ
タルサイネージ用のコンテンツを作成するコンテンツ作成方法であって、上記画像の内容
が絵図またはドキュメントのいずれであるかを判別する判別工程と、上記判別の結果に応
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【０１３７】
　上記の構成によれば、上記コンテンツ配信サーバと同様の効果を奏することができる。
【０１３８】
　本発明の各態様に係るコンテンツ配信サーバは、コンピュータによって実現してもよく
、この場合には、コンピュータを上記コンテンツ配信サーバが備える各手段として動作さ
せることにより上記コンテンツ配信サーバをコンピュータにて実現させるコンテンツ配信
サーバのプログラム、およびそれを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も、本
発明の範疇に入る。
【０１３９】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれ
ぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成すること
ができる。
【産業上の利用可能性】
【０１４０】
　本発明は、ユーザから素材となるコンテンツを取得し、コンテンツに合ったデジタルサ
イネージ用のコンテンツを作成する装置などに利用することができる。
【符号の説明】
【０１４１】
１　コンテンツ配信システム
　２　ネットワーク
　１０　入力装置
　１１　通信部
　１２　入力部
　２０　表示装置
　２１　通信部
　２２　表示部
　３０　コンテンツ配信サーバ（コンテンツ作成装置）
　３１　サーバ通信部
　３２　入力コンテンツ保存部
　３３　入力画像比率算出部（画像縦横比算出手段、画像横縦比算出手段）
　３４　表示部情報保存部
　３５　表示部比率算出部（表示画面縦横比算出手段、表示画面横縦比算出手段）
　３６　比率差異算出部（縦横比差異算出手段、横縦比差異算出手段）
　３７　絵図・ドキュメント判別部（判別手段）
　３８　コンテンツ作成部（作成手段）
　３９　コンテンツ配信部（配信手段）
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